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地 域 再 生 計 画  
 

１． 地域再生計画の名称  
「元気・活力・友愛」のある里づくり計画 
 

２．地域再生計画の作成主体の名称 
高知県、高知県高岡郡四万十町 
 

３．地域再生計画の区域  
   高知県高岡郡四万十町の区域の一部(十和地区) 
 
４．地域再生計画の目標  
 四万十町十和地区は、高知県西部、日本最後の清流といわれる「四万十川」の中流

部に位置し、豊かな森林と中山間地特有の狭い農地を活かした美しい石積の棚田など

が多く展開する農林業を基幹産業とした自然の恵み多い農山村である。 

 しかし、近年、本地区においても高齢化・過疎化の進行（６５歳以上の高齢者が３２．

３％を占めるとともに、過去５年間の人口が７．５％減少）が著しく、農林業の担い手不

足による森林の手入れ不足や耕作放棄地の増加等が大きな課題となっている。 

 また、こうした高齢化に対応するために、高齢者が安心して暮らせる町づくりを目指し、

新たに廃校になった小学校を再利用した社会福祉施設の整備・充実を積極的に図ることと

しているが、各集落からそれらの施設までのアクセス道の未整備区間が非常に多く、改善

が急務となっている。 

 このため、本地区の重要なインフラである町道及び農林道の効率的な整備により、

農林業の振興と地域の道路ネットワークの構築を図るとともに、介護及び福祉サービ

ス事業等のさらなる充実、交流人口の拡大、人材育成を図り、「元気・活力・友愛」

のある里づくりを目指すこととする。 

 
○(目標１)農林業の振興と地域環境の改善 
四万十町十和地区の農業は、農産物の低価格化や鳥獣被害など多くの問題を抱え

ているが、特に農業従事者の高齢化や後継者不足による耕作放棄地の増加の解消が

課題となっている。 

そのような中、まず、ハード面では町内の農地について国の制度事業(中山間総合

整備事業)や県・町の単独事業の積極的な導入により基盤整備(ほ場整備等)の促進に

努め、生産性の向上や合理化の推進を図ることにより、高齢化に対応した集落営農

の促進を図るとともに耕作放棄地の減少を目指している。また、高知大学農学部と
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広島県（県立農業技術センター等）で取り組まれている産学官研究開発事業（農林

水産省、先端技術を活用した農林水産高度化事業）と連携し、高齢者でも快適に作

業できる最先端の「イチゴ栽培ベッドの可動・立体栽培システム」の導入を積極的

に推進することで、地域農業の核となる農家を育成し、活力ある生産基盤の構築を

目指す。ソフト面についても、近年、地産地消グループ「おかみさん市」による産

直活動が活発に行われていることや、意欲的な集落において集落営農組織の立ち上

げなど町民の主体的な活動が行われているが、集出荷及び営農機械等の搬送に多大

な時間を要することなどが、それらの活動を円滑に行ううえでの妨げにもなってお

り、町道及び農林道を整備することで農林産物や農機具の搬送時間の短縮化を行い

生産の効率化及び流通の敏速化を図る。 

また、特にそれらの活動の中心的存在になって生産・出荷に携わっている「おか

みさん市」メンバーの女性達には運転技術に不安な方も多く、道路を整備すること

で生産や活動意欲の増加に大きく繋がることも期待できる。 

また、林業については、本地区の民有林のうち約４割を人工林が占め、除間伐・

枝打ち等の施業を実施しながら林業所得の向上や森林の公益的機能の維持に努めて

いるが、現在、間伐材の搬出にかかる移動時間の短縮や大型運搬車の利用可能な箇

所の拡大、間伐材の積み込みの際の通行制限の解消が課題となっている。このため、

町道及び農林道を整備することによりこれらの課題が解決されるとともに、森林所

有者の山離れに歯止めをかけ、今後は、間伐材の利用促進や広葉樹の有効活用等も

図っていく。 

・ 耕作放棄地の３０％減少 
・ ほ場整備率の２６％増加(４８％→７４％) 
・ おかみさん市の売上げ３０％増加 
・ 集落営農組織（９組織→１４組織） 
・ 間伐実施面積の２０％増加 

    
○(目標２) 町道、農林道整備による拠点施設へのアクセス改善 

   四万十町十和地区は、地区の中央を四万十川沿に国道３８１号線が東西に走り、

その国道に２つの県道の昭和中村線と十和吉野線が接続し、それらの国、県道から

点在する１９集落に向けて町道及び農林道が延びている。しかし、それら各集落を

結ぶ道路は幅が狭く、急カーブ・急傾斜といった危険箇所が多いため、通勤時間帯

などの行き違いに伴う車の混雑なども多く、国道３８１号線沿いの役場周辺や昭和

集落周辺に整備されている拠点施設までのアクセスに非常に時間がかかっている

状況である。 

   特に、昭和集落にある町営の国保診療所は非常に利用率が高いにもかかわらず、

通院時間に１時間以上要する地域もあるうえ、本地区には救急病院が無いため、急
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病者等の輸送は約 40km 離れた窪川地区まで搬送しなくてはならず、集落によって

は約２時間近くも要し、いざという時には生命危険さえ伴うこともある。 

このため、町道及び農林道を整備することにより、町民が健康で安心して暮らせ

る環境づくりを行う。 

   ・ 集落から診療所への３０分以内人口カバー率の３０％向上 
 
○(目標３) 地域に根ざした介護サービス事業の充実 
 四万十町十和地区では、しまんと町社会福祉協議会による訪問介護サービス、通

所介護サービスなどの居宅系サービスを行っているほか、筋力トレーニング事業を

実施するなど、在宅介護、介護予防の取り組みを実施している。しかしながら今後

も高齢化に伴い要介護者は増加が見込まれており、介護ニーズはますます高まって

くることが予想されている。高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、地域密着型

小規模多機能事業所を整備し、在宅介護サービスの一層の強化を図ることとする。 

 ・地域密着型小規模多機能事業所の整備（四万十町全体で平成 21 年度までに 2
箇所） 
 
○(目標４)観光資源を活かした交流人口の拡大 
 四万十町十和地区は、川渡しの鯉のぼりの発祥の地であるうえ、四万十川沿いに

は至る所に昔ながらの風光明媚な箇所も数多く、中流域の緩急とり混ぜた流れは、

釣り、カヌー、ラフティング等のレジャーにも最適な場所も多く存在する。また、

山側においては「日本最古の複層林」を有する糀ケ瀬森林公園、地吉の夫婦杉など

豊富な観光資源が数多く存在しているが、これまで家族連れやグループでの中長期

的に安心して滞在できる拠点施設等がなかったため、隣の四万十市(旧西土佐村・旧
中村市)に多くの観光客を奪われていたのが現状であり、滞在型の拠点施設の整備が
当町の大きな課題のひとつとなっている。 
 このため、平成 16 年度に廃校となった旧古城小学校を事業者に無償貸与し滞在
型の農村交流宿泊施設等として整備し、また、県道の改良と併せて当該町道を改良

することにより、当該施設の存在する集落への産業・福祉両面での効果に加えて、

当宿泊施設へのアクセス改善による来訪者の利便性・安全性を確保し、交流人口の

拡大を図るものとする。 
 
 ・５年後の当地区への観光客の延べ滞在者数の５０％増加 

 
○(目標５) 地域資源を生かし、自立、持続可能な集落形成を目指す人材の育成 
 高齢者の要介護ニーズの充足、地域産業の活性化は、本町のみならず多くの中産

間地域が抱えている課題である。これらに対し地域住民自らが主体となって向き合
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い、同時に新たな安定的雇用を創出し、自立、持続可能な集落を構築していくため

の取り組みが必要である。 
 そこで、平成１９年１月、旧古城小学校を囲む地元住民により、NPO法人「せん
だんの樹」が立ち上がり、これらの課題解決に向けた活動に対し、意識の高まりを

見せている。 
 しかし、新たな地域資源の発掘や、それらを PR、付加価値化させるノウハウなど
専門的な視点からの展開が必要であるため、ワークショップをはじめとし企業、団

体などの協力を得ながら、高まった意欲を効果的に方向づけていく必要がある。 
 また住民の中には、ヘルパー等の資格を持ちながら実務経験に乏しいため、期待

と同時に不安を抱えている人が多数見受けられる。現場での実践を通じた人材育成

（OJT）を行い、事業スタートへと円滑に移行させるとともに、スタッフの自信を
育て、さらなる意識の向上を目指す。 
 
・ 現場での実践を通じた人材育成の実施（平成１９年度中に 10名以上） 
・ 新たな雇用の創出（平成２３年度までに 10名以上、非常勤を含む） 

 
５.目標を達成するために行う事業  
 

５－１ 全体の概要 
四万十町のキャッチフレーズである「山・川・海 自然が 人が元気です」のもと、

地域住民の一人ひとりがいきいきと輝いて暮らせるまちづくりを目指して取り組みを

進める。 
具体的には、現在、県で事業実施中の「県道十和吉野線」、「県道昭和中村線」の改良

に併せて行う町道「地吉犬飼線」、「昭和戸口線」や十和地区の主要集落からの町道の

うち「里川線」「浦越本線」「四手崎線」「相互線」「楠野線」など、特に狭小で危険な

箇所の改良を進めることにより、現在、本町で高齢化に対応した施策として積極的

に推進している農業の基盤整備や福祉施設のハード整備と併せて、農林産物の物流

の効率化や医療施設等へのアクセスの改善を図り、地場産業の活性化、介護・福祉

サービスの充実を図るとともに、救急患者の搬送時間を短縮することによる救命率

の向上をも図る。 
「基幹林道大道線」は、沿線に約１３０戸４００名が生活しているうえ２，７５

０haの広大な山林の森林施業のアクセス道でもあり、愛媛県鬼北町(旧日吉村)や大
正地区下津井への最短のアクセス道でもあることから、当林道の狭小区間の改良を

図ることにより、森林施業の効率化と間伐面積の拡大を図るとともに、農林産物の

物流の効率化、沿線にある「日本最古の複層林」を有する森林公園への観光アクセ

スの改善、他県、他地区とのさらなる交流の拡大のための効率的な道路ネットワー
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ク構築を目指す。 
さらに、廃校施設の転用を可能とした上で、四万十町高齢者保健福祉計画等を踏まえ、

地元婦人会や老人クラブ等民間組織との連携のもと、旧古城小学校を地域の健康づくり

の拠点、コミュニティ拠点及び都市との交流拠点として整備し活用する。 
加えて、NPO法人「せんだんの樹」スタッフを「介護部門」と「交流宿泊部門」と
して区分し、各部門の直面する課題解決に向けた人材育成の取り組みを展開する。 

介護部門にあっては、実践研修（OJT）、フィールドワーク、ワークショップ、視察研

修等を行い、増加している高齢者に対して、介護サービスを提供できる人材育成に取り

組む。 

交流宿泊部門にあっては、宿泊者の試験的受け入れや、一時は生産量日本一を誇った

椎茸の原木でもあるクヌギ植林の調査活用の検討等を行い、特色ある地域づくりへ取り

組む。また、両部門の取り組みは広報誌にまとめ、当該 NPOの活動状況を周知する。 
 

５－２  法第四章の特別の措置を適用して行う事業  
（１） 道整備交付金を活用する事業 
①支援措置の番号及び名称 
【番号】A３００１ 
【名称】道整備交付金 

  ②事業の概要  
対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。なお、整

備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 
 

［施設の種類(事業区域)、事業主体］ 
 ・町道(四万十町)        四万十町 
   (道路法第 8条１項認定 S59年 12月 24日(浦越本線以外)) 
   (     〃     H3 年  9月 20日(浦越本線)) 
 ・林道(基幹林道)(四万十町)   四万十町（高知県） 
   (森林法第 5 条 1 項 四万十川地域森林計画(H13 年 12 月 28 日高知県策定)
に記載) 
［事業期間］ 
 ・町道(平成１７年度～２１年度)、林道(基幹林道)(平成１７年度～２１年度) 
［整備量及び事業費］ 
・町道 5.0km、林道(基幹林道) 1.5km 
 ・総事業費 １，３１０，０００千円 （うち交付金 ６５５，０００千円） 
（内訳）町道       ９６０，０００千円 （うち交付金 ４８０，００

０千円） 
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     林道（基幹林道） ３５０，０００千円 （うち交付金 １７５，００

０千円） 
 
（２）廃校校舎等の転用 
①支援措置の番号及び名称 
【番号】A０８０１ 
【名称】補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化 

   ②事業の概要 
旧古城小学校は平成 16 年度に廃校となっており、現在の利用は極めて少なく、
年に数回の小学校児童の合宿に使用されている程度である。今回の支援措置により

同校の転用を可能にし、地域の健康づくりの拠点、コミュニティ拠点及び都市との交

流拠点として整備することで、高齢者福祉サービスの向上、地元経済の活性化、交

流人口の拡大を目指す。 
具体的には、地域密着型小規模多機能事業所として訪問・通い・宿泊に幅広く対

応したサービス提供を行い、「住み慣れた場所でいつまでも暮らしたい」という要

介護者のニーズに応えていくとともに、同施設を地域の健康づくり拠点として活用

する。 
また、同校舎の一部を滞在型の農村交流宿泊施設としても整備し、田舎の日常生

活そのものを体験プログラム化し、農村の生活体験ができる場所として整備し、地

域の活性化につなげる。 
なお、これらの事業を行うにあたり、町では廃校舎等を事業者に無償貸与して有

効活用を図るとともに、当町から貸与を受けた事業者は協力金を募るなどして改修

の一部を負担させ、地域住民を中心とした雇用により事業運営を行うことを予定し

ている。 
以上の事業及び運営を担う民間事業者として、NPO法人「せんだんの樹」（現在

認証申請手続中）を想定している。その理由としては①旧校舎を母校として育った

地域住民が中心となって自発的に組織されたもので、積極的な運営が期待できるこ

と②事業運営について平成 17 年度より協議を行っており、メンバー全員が目的や
理念を共有している組織であること③自らがサービス提供者であるいっぽう、家族

をはじめサービス利用者としての需要も抱えており、利用者の立場に立った柔軟な

対応が可能 などがあり、事業者として適当であるとの結論に至った。 
③支援措置の適用要件 
（ア） 廃校校舎等の設置者である地方公共団体において、地域再生計画を作成

し、内閣総理大臣の認定を申請すること 
・ 四万十町が本計画を地域再生計画として、内閣総理大臣に認定申請する。 
・ 古城小学校廃校年月日：平成 17年 3月 25日 



 7

・ 設置主体：四万十町（旧十和村） 
 
（イ） 廃校舎等を利用して実施される事業が、「地域再生基本方針」に定める地

域再生の意義及び目標に合致するものであること。(民間事業者に対して
廃校校舎等を貸与する場合にあっては、民間事業者と地方公共団体が連

携協力して進められる事業であること。） 
・ 旧古城小学校周辺の地域は町中心部から離れた山あいに点在し、送迎のある

通所サービスや訪問介護サービスなどの要望が特に高く、また産業面につい

ては農林業生産以外の生活手段に乏しい地域でもある。しかしこうした地理

的状況にあっても、「地域で互いに支えあっていく」といった集落内での自治

意識も強く、さらには古くから伝わる伝統文化を大切に残し続けてきている

など、小さいながらも活発な取り組みを行っている。また廃校舎の活用につ

いては、当初より地域住民と行政が一体となって議論を重ねてきたところで

あり、施設整備から運営の方針についても今後も継続して連携することが確

認できている。 
 介護サービスの充実は本町の福祉施策推進の上でも重要な課題であるとと

もに、集落等自治組織が地域資源等を活用してこれまでの農林業生産以外の

収入手段を確立し、自立、持続可能な組織形成を確立することは、本町が今

後抱える重要課題そのものである。 
事業運営にあっては、情報の共有はじめあらゆる面で官と民がともに協力

し合い、過疎化の進む山間集落が生まれ変わる画期的な事例としていきたい

と考えている。 
具体的には、町は要介護者の認定調査業務はもちろんのこと、制度の活用

や運営に関する情報提供をはじめ、町内外の公共施設や機関とのパイプ役と

しての役割を担う。事業者は、当該地域の課題を解決するための主体となる

組織であるとともに、課題を抱えた当事者により結成された組織でもある。

伝統文化を守る人や専門資格を持った人、校舎、周辺に広がる田畑などの地

域資源を生かし、地域再生の具体的な行動を展開していく主体として、運営

の全般を担当する。 
 
（ウ） 地域再生の観点から実施される事業の効率的な実施に当たり、廃校校舎

等の利用が必要であること。 
・ 介護事業所や交流宿泊施設の別に関わらず、まず本町の現在の財政状況、遊

休公有財産の状況を考えた中で、新たに施設整備を行うことは困難でありか

つ非効率的であるといえる。旧古城小学校は集落の拠点として、地域住民の

交通の便からも比較的立地条件がよいので、気軽に立ち寄ることが可能であ
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る。さらに校舎の保存状態も比較的良好であり、周囲を自然がとり囲む落ち

着いた環境にあるため、高齢者も安心して時間を過ごすことが出来る。また、

一部は宿泊可能なスペースとして若干の改修がされており、ベッドやエアコ

ンの設置された部屋があるほか、風呂場も整備されており、小規模な改修に

より事業開始が可能であることから、旧古城小学校はこれらの事業を行うた

めに最も適した施設であるといえる。 
 
（エ） 同一地方公共団体による無償による転用であること又は他の地方公共団

体若しくは民間事業者に対して廃校校舎等を無償貸与すること。 
・ 本町は、NPO 法人「せんだんの樹｣に対し、旧古城小学校を無償貸与する。
なお、その際は関係法令に反しないよう実施する。 

 
５－３  その他の事業  
５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置による取り組み 

①支援措置の番号及び名称 
【番号】C２００１ 
【名称】市民活動団体等支援総合事業 
②事業の概要 
平成 19 年度に里づくり人材育成事業として、NPO 法人「せんだんの樹｣が主体と

なり、スタッフを「介護部門」と「交流宿泊部門」に区分し以下の事業を展開する。 
－介護部門－ 

① フィールドワークの実施 
班体制を組んで要介護者宅を訪問するフィールドワークを実施し、在宅で暮らす要

介護高齢者の実態調査、ニーズ把握とその課題解決を探る部内検討会を実施する（20

世帯以上の訪問を予定）。 

② 視察研修の実施 
整備を予定している「地域密着型小規模多機能事業所」は高知県内にもまだ１箇所

しか整備されておらず、詳細な運営形態についても情報に乏しい部分があることから、

実際に視察を行い事業を具体化させていく（1回）。 

③ 実践研修の実施 
介護スタッフ、ケアマネージャー、看護師等の関係スタッフを町内介護施設等へ派

遣し、現場での実践研修（OJT）を行う（介護スタッフは 3 週間、10 名程度を予定。

ケアマネージャー、看護師は 3ヶ月を予定）。 

④ ワークショップ・勉強会の開催 
専門家を招いてのワークショップ及び勉強会を開催し、参加者の意識の高揚を図り、

特色ある介護サービスについて検討する（4回程度）。また同時にこれらの結果を広報

誌等にまとめ、取り組みを周知する。 

 

－交流宿泊部門－ 
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① 宿泊者の試験的受け入れ 
宿泊者を試験的に受け入れ、体験プログラム等を提供する。利用者にはアンケート

等を実施、集約し、料金体系・提供する体験プログラム等よりよいサービスの提供を

検討する（3回、計 30 名程度を受け入れ）。 

② 商材開発のためのワークショップの実施 
同地区には、総合交流拠点（道の駅）のオープンが 7月に予定されているほか、昨

年は温泉水の湧出が校舎近くに発見されるなど、商材の開発、販路開拓の材料が発生

してきている。これらを NPO 活動の収益基盤として築くため、各分野の専門家等によ

るワークショップを開催し、特色ある地域づくりを目指す（4回程度）。これも介護部

門と同様に、結果を広報誌等にまとめ NPO 内外に周知する。 

③ 遊休･余剰農林資源の調査と活用の検討 
当該地区はかつて椎茸生産で栄えた地域であり、一時は生産量日本一となったこと

もあるが、過疎・高齢化などの影響により、生産戸数は当時の六分の一以下まで減少

してきている。地区内には伐期を迎えたクヌギ植林があるほか、耕作放棄地も点在し

ている。これら遊休･余剰農林資源を再び同じ用途として活用するのではなく、交流

宿泊施設の体験プログラム等の観光資源としての転換を行うため、調査を実施する（5

日間程度）。 

④ 視察研修の実施 
体験宿泊施設を運営し、満足度の高いサービスを提供するために、スタッフがまず

「被験者」として視察研修に参加する。先進地の取り組みを実際に見て体験すること

で、観光開発のための手法、ヒントを学び、自らの可能性と視野を広げるきっかけを

作る（1回）。 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取り組み 
  地域再生法による特別措置を活用するほか、「元気・活力・友愛」のある里づくり

を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。 
 
  ・町道「大井川西土佐線」「戸川日吉線」「古城日吉線」等の整備 (継続) (～H21) 
    既存の計画(旧十和村総合振興計画)に基づき道整備交付金路線と連携して整
備 
    ［目的］ 
     高齢化の進む中、安全安心な暮らしを支える効率的な道路ネットワークの構

築を目指す。  
  ・農業の基盤整備の促進 (継続) (H15～H19) 
    主に国の制度事業の利用に加え、制度にのらないものについては、町単独でも

実施。農業の基盤整備(主にほ場整備) 30工区以上 
    ［目的］農業の生産性の向上と高齢化に対応した効率的な農業を目指す。 
  ・総合拠点施設の整備 (H17～H19) 
    道の駅の整備に向けた取組を行うとともに道の駅に併設した直販・集出荷・食
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材供給施設等を取りそろえた総合拠点施設整備を図る。 
［目的］地場産業並びに地域の活性化の推進、情報・交流拠点の整備、地域で

の雇用の場の創出等  
  ・先端技術を活用した農林水産高度化事業（農林水産省、H18～H20） 
    広島県（中核機関）と高知大学農学部及び株式会社ダイコーテクノで取り組ま

れている開発研究と連携し、「イチゴ栽培ベッドの可動・立体栽培システム」を

展示設置し、技術の普及促進を図る。 
   [目的]農業の生産性の向上と高齢化に対応した効率的な農業を目指す。 
 
６.計画期間 
  平成１７年度～２４年度 
 
７.目標の達成状況に係る評価に関する事項  
  ４に示す地域再生計画の目標については、計画終了後に必要な調査を行い状況を把

握・公表するとともに、関係行政機関と地域住民からなる「地域再生協議会」を開催

し、達成状況の評価、改善すべき事項の検討等を行うこととする。 
 
８.地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 
 特になし 
 
 


